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政
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債
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免
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弁
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送
付
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。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
第
二
次
安
倍
政
権
以
後
に
政
府
が
債
務
免
除
し
た
円
借
款
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
、
三
及
び
四
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
内
閣
衆
質
一
九
二
第
一
二
七
号
）
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
政
府
と
し
て

は
、
政
府
開
発
援
助
（
以
下
「
Ｏ
Ｄ
Ａ
」
と
い
う
。
）
は
我
が
国
の
外
交
上
の
重
要
な
手
段
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
、

被
援
助
国
の
開
発
需
要
及
び
経
済
社
会
状
況
、
二
国
間
関
係
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
最
大
限
外
交
的
効
果
が
得
ら
れ
る
形

で
の
実
施
に
努
め
て
い
る
。

ま
た
、
円
借
款
の
供
与
に
当
た
っ
て
は
、
被
援
助
国
の
協
力
体
制
、
債
務
返
済
能
力
及
び
運
営
能
力
並
び
に
債
権
保
全
策

等
を
十
分
検
討
し
て
判
断
を
行
っ
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
被
援
助
国
か
ら
返
済
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
例
外
的
に
、
円

借
款
を
供
与
す
る
時
点
で
は
予
想
し
得
な
か
っ
た
事
情
に
よ
っ
て
返
済
が
著
し
く
困
難
と
な
っ
た
場
合
、
国
際
的
な
合
意
に

基
づ
い
て
、
必
要
最
小
限
に
限
っ
て
債
務
免
除
と
い
っ
た
措
置
を
講
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
債
務
免
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
、
外
務
省
報
道
発
表
の
発
出
等
を
通
じ
て
公
表
し
て
い
る
ほ
か
、

外
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
独
立
行
政
法
人
国
際
協
力
機
構
の
年
次
報
告
書
に
お
い
て
も
円
借
款
の
債
務
免
除
対
象
国
及
び

一



債
務
免
除
の
実
績
額
に
つ
い
て
年
度
ご
と
に
ま
と
め
て
公
表
す
る
な
ど
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
引
き
続
き
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
事
情
に
も
十
分
配
慮
し
つ
つ
、
国
内
外
の
重
要
課
題
に
適
切
に
対

応
す
る
と
と
も
に
、
Ｏ
Ｄ
Ａ
に
関
す
る
政
府
の
取
組
に
つ
い
て
説
明
責
任
を
果
た
す
べ
く
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
キ
ュ
ー
バ
に
対
す
る
債
務
免
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
は
円
借
款
債
務
で
は
な
く
、
過
去
に
我
が
国

政
府
が
保
険
を
引
き
受
け
た
商
業
上
の
債
務
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

第
二
次
安
倍
内
閣
発
足
以
降
、
免
除
さ
れ
た
円
借
款
債
務
の
総
額
は
、
約
三
千
二
百
九
十
六
億
円
で
あ
る
。

二


